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大阪市職員基本条例（抄） 

 

（外郭団体等への再就職の禁止） 

第47条 別に条例で定める勤続期間が20年以上である職員又は職員であった者（以下この条に

おいて「職員等」という。）は、離職後、次に掲げる法人その他の団体に就職することがで

きない。 

(1)  外郭団体（本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人、本市

が職員の派遣等を行っている法人その他の法人であって、市長が定めるものをいう。以下

同じ。） 

(2)  公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成13年大阪市条例第79号）第２条第１

項に規定する団体 

(3)  前２号に掲げるもののほか、外郭団体が財務及び事業の方針を事実上決定できる法人と

して市規則で定めるもの 

(4)  本市が負担金、補助金、交付金その他の財政的援助をしている法人 

２ 前項の規定によるもののほか、離職前５年間に営利企業（商業、工業又は金融業その他営

利を目的とする私企業をいう。以下同じ。）又は営利企業以外の法人（独立行政法人通則法

（平成11年法律第103号）第２条第２項に規定する特定独立行政法人及び地方独立行政法人

法（平成15年法律第118号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人を含む。）に対し

行政上の権限（営利企業又は営利企業以外の法人の役員以外の地位に就こうとする場合にあ

っては、裁量の余地が少ない権限又は軽微な権限で市長が定めるものを除く。）の行使に携

わることを職務内容とする職にあった期間のある職員等は、離職後２年間、当該行政上の権

限に係る営利企業又は営利企業以外の法人に就職することができない。 

３ 前２項の規定は、市長が人事監察委員会の意見を聴き、当該職員等の就職によって公務の

公正性の確保に支障が生じないと認めて承認する場合には適用しない。 

４ 前項に規定する承認を受けようとする者は、市長の定めるところにより市長に申請しなけ

ればならない。 

５ 職員等は、第１項第１号から第３号に掲げる法人その他の団体への就職については、人材

データバンク制度（営利企業又は営利企業以外の法人その他の団体（国、国際機関、地方公

共団体、独立行政法人通則法第２条第２項に規定する特定独立行政法人及び地方独立行政法

人法第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人を含む。）からの職員に対する求人に係

る情報及び職員からの営利企業又は営利企業以外の法人その他の団体に対する求職に係る

情報をそれぞれに提供することにより、再就職を支援する仕組みをいう。）を利用しなけれ

ばならない。 
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